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○廃止の趣旨
　川越市長の在任の期数に関する条例を廃止しようと
するものです。
○施行期日
　公布の日としようとするものです。

○公の施設の名称
　川越市産業観光館
○指定管理者として指定するもの
　川越市連雀町８番地１
　　ＴＫＭ株式会社
○指定の期間
　令和３年４月１日から令和１３年３月３１日まで

○契約の金額の変更
　変更前�　　�９８５，６０８，０００円
　変更後　１，０１５，８２１，７００円
　�（増加額　�����３０，２１３，７００円）
○工期の変更
　変更前　平成３１年３月２６日から
　　　　　令和���３年２月２６日まで
　変更後　平成３１年３月２６日から
　　　　　令和���３年３月３１日まで
　��（増加日数　３３日）
○変更の理由
　労務単価の上昇および施工方法の変更のため契約の
金額および工期を変更する必要が生じたものです。

○改正の趣旨
　職員の期末手当の支給割合を改定するため、次に
掲げる条例の一部を改正しようとするものです。
　⑴川越市一般職の職員の給与に関する条例
　⑵�川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例
　⑶川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例
○改正の内容
　⑴川越市一般職の職員の給与に関する条例
　　�期末手当の年間支給割合を２．６月分から２．５５
　月分にしようとするものです。
　⑵�川越市一般職の任期付職員の採用及び給与の特

例に関する条例
　　�特定任期付職員の期末手当の年間支給割合を
　３．４月分から３．３５月分にしようとするものです。
　⑶�川越市会計年度任用職員の給与等に関する条例
　　期末手当の年間支給割合を２．６月分から
　２．５５月分にしようとするものです。
○施行期日
　一部を除き、公布の日としようとするものです。
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４２件の市長提出議案を審議しました。
各議案への質疑については、５～９ページを、
討論は、９～１０ページをご覧ください。
採決の結果は４ページの議決結果一覧表をご
覧ください。
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市長の在任の期数に関する条例の廃止条例
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